
県土マネジメント部建築工事成績評定要領   （目的） 第１ この要領は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成１７年３月３１日法律第１８号）第７条に基づき、県土マネジメント部建築工事（設備工 事 を 含 む 。 以 下 「 建 築 工 事 」 と い う 。 ） の 成 績 評 定 （ 以 下 「 評 定 」 と いう。）に必要な事項を定め、もって受注者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。  （評定者） 第２ 建設工事の成績評定者（以下「評定者」という。）は県土マネジメント部建築工事監督要領（平成２年４月１日付け技第５号）第５条（第７条に定める監督員を除く。）に定める総括監督員、主任監督員又は一般監督員及び県土マネジメント部建築工事検査要領（平成２年４月１日付け技第５号）第４条に定める検査員とする。   ただし、この規定により難い場合は技術管理課と協議するものとする。  （対象工事） 第３ 評定の対象は、原則として１件の当初設計額が５００万円以上の県土マネジメント部が発注する建築工事とする。  （評定の時期） 第４ 総括監督員、主任監督員及び一般監督員にあっては、完成及び完済部分検査の時期に行い、検査員にあっては、既済部分検査を除き、検査の都度行う。  （評定の内容及び方法） 第５ 工事成績の評定は、工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとする。 ２ 評定は、必要な事項について、工事ごと、評定者ごと独立して的確かつ公正に行うものとし、評定の方法は次に掲げる事項による。 （１）評定は「成績評定書」（様式第１号）、「細目別評定点採点表」（別記様式第２）、「考査項目別運用表」（別紙１～別紙３）、「施工プロセスチェックリスト」（別紙４）により行うものとする。（以下「評定表等」という。） （２）工事における「工事特性」、「創意工夫」、「社会性等」に関しては、受注者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。  （評定表等の提出） 第６ 監督員及び検査員は、完成検査・完済部分検査を完了した場合は、遅滞なく当該検査の結果について評定を行い、評定表等を技術管理課長に報告する。  ２ 検査員は、中間技術検査を完了した場合は、成績評定書（様式第１号）、考査項目別運用表（別紙１～別紙３）を技術管理課長に報告する。  



（評定結果の通知） 第７ 県土マネジメント部建築工事検査要領第４条に基づき検査員を命じた者は、第６第１項の評定表等の報告があった後、完済部分検査を完了した場合を除き、対象工事の受注者に対して評定点を別記様式第１により通知するものとする。  （評定の修正） 第８ 第７の通知を行った後、受注者の責に帰する瑕疵や不具合が確認された場合など、当該評定を修正する必要がある場合は、評定の修正を行うものとする。 ２ 前項の規定に基づく修正を行ったときは、その結果を別記様式第２により通知するものとする。  （説明請求等） 第９ 第７又は第８の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して１５日以内に書面により、技術管理課長または事業担当課（所）長に評定点について説明を求めることができるものとする。 ２ 技術管理課長または事業担当課（所）長は、前項による説明を求められた場合、速やかに別記様式第３により回答するものとする。 ３ 技術管理課長または事業担当課（所）長は、前項の回答をする場合、建設工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。  （再説明請求等） 第１０ 第９第２項の回答を受けた者は、通知を受けた日から起算して１５日以内に書面により、技術管理課長または事業担当課（所）長に評定点について再説明を求めることができるものとする。 ２ 技術管理課長または事業担当課（所）長は、前項による再説明を求められた場合、速やかに別記様式第４により回答するものとする。 ３ 技術管理課長または事業担当課（所）長は、前項の回答をする場合、原則として建設工事成績評定評価委員会による審議を行うものとする。   （過去の工事の評定点の請求等） 第１１ 対象工事の受注者は、技術管理課長または事業担当課（所）長に対し、過去の工事に係る評定点の通知を別記様式第５により求めることができるものとする。 ２ 技術管理課長または事業担当課（所）長は、前項の規定による請求を受けた場合においては、速やかに別記様式第６により評定点を通知するものとする。   ただし、当該対象工事の建築工事検査成績評定書が所定の文書保存期間を経過している場合等においては、その旨を通知するものとする。   附  則 （施行期日）  平成 ９年 １月 １日施行  （平成 ８年１２月１８日 技第 ６９号）  平成１４年 ４月 １日改正施行（平成１４年 ３月２９日 技第２１３号）  平成１４年１１月 １日改正施行（平成１４年１０月１６日 技第１３１号） 



 平成１６年 ５月 １日改正施行（平成１６年 ４月３０日 技第 ３３号）  平成１８年 ４月 １日改正施行（平成１８年 ３月３１日 技第１８７号）  平成２０年 ６月３０日改正施行（平成２０年 ６月３０日 技第 ９７号）  平成２３年 ４月 １日改正施行（平成２３年 ４月 １日 技第  ８号）  平成２５年 ４月 １日改正施行（平成２５年 ４月 １日 技第  １号）  平成２７年 ６月 １日改正施行（平成２７年 ５月２９日 技第 ６２号）  平成２８年 ６月 １日改正施行（平成２８年 ５月２６日 技第 ５０号）  平成２９年 ８月１７日改正施行（平成２９年 ８月１７日 技第１３１号）  平成３１年 ４月 １日改正施行（平成３１年 ３月２７日 技第３２４号）  令和  ２年 １月 １日改正施行（令和  元年１２月１９日 技第２３０号）  令和  ８年 ４月 １日改正施行（令和  ８年 ３月２５日 技第３０９号） 


